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事務総局会議（第1回）議事録

令和5年1月1 7日 （火）午前1 （)時() ()分～午前1 （)時3（)分日時

総局会議室場所

堀田事務総長、長田総務局第一課長、徳岡人事局長、氏本経理局長、門

田民事局長兼行政局長、横山刑事局第一課長馬渡家庭局長、板津秘書

課長兼広報課長､染谷審議官兼情報政策課長、後藤審議官

令和4年度外国出張計画について

板津秘書課長説明（資料） ．

出席

者

議事

』

召

結果 ◎了承

秘書課長 板 津 正 道
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事務総局会議資料

（1月17日開催）

令和4年度外国出張計画

合計2人

最高裁判事1人

最高裁判事

(1) タイ、マ
、

(2) (1)の随行

マレーシア

裁判官1人
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事務総局会議（第2回）議事録

令和5年1月24日 （火）午前10時00分～午前1 1時30分日時

ウェブ会議場所等

堀田事務総長、小野寺総務局長、徳岡人事局長、氏本経理局長、門田民

事局長兼行政局長、吉崎刑事局長、馬渡家庭局長、板津秘書課長兼広報

課長、染谷審議官兼情報政策課長、後藤審議官、中山司法研修所長、長

田総務局第一課長

出席者

令和5年度の裁判官研修について

中山司法研修所長説明（資料)

議事

､

卜

結果 ◎裁判官会議付議

秘書課長 板 津 正 道



事務総局会議資料

（1月24日開ｲ崔）

|配布資料）

令和5年度の裁判官研修について

令和5年度の裁判官研修実施計画においては、別紙記載1の「裁判官研修（合同

研修、個別研究）に関する重要な事項（平成28年度議決） 」及び別紙記載2の

「派遣型研修について（報告対象事項） 」について、いずれも変更はない。
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(別紙）

裁判官研修（合同研修､個別研究）に関する重要な事項等

1 裁判官研修（合同研修、個別研究）に関する重要な事項（平成28年度議決）

(1) 合同研修（実施場所は司法研修所。ただし、カリキュラムの一部を受入先施

設で実施することがあるほか、裁判所職員総合研修所や外部団体と合同で実施

することがある。 ）

ア裁判系（判事・判事補｡ 3日間以内）

（ｱ） 事件分野別の分類

a 民事訴訟事件

①民事通常訴訟事件全般

②税務、会計、金融等の企業経済活動全般に関わる訴訟事件

③ IT (システム開発やインターネットの利用）に関する訴訟事件

④建築関係訴訟事件、建築調停事件

⑤医事関係訴訟事件

b行政訴訟事件

c 労働訴訟・保全、労働審判等の労働関係事件

． ． 知的財産権関係の訴訟・保全事件

e 民事その他事件

f 刑事訴訟、令状、医療観察等の刑事関係事件

g 人事訴訟事件、家事調停・審判事件

h少年審判事件

㈹主たる対象者による分類

主たる対象者に応じて以下の四つに分け、事件分野別の必要に応じて実

施する。

a 基礎（左陪席クラス）
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b 基本（右陪席クラス）

c 実務（裁判長・右陪席クラス）

． 専門（テーマに対応する裁判官）

イ導入系（判事・判事補。期間は以下のとおり）

参加する者の特性に応じて以下の三つに分けて実施する。

（ｱ）年次（1週間以内） ：判事補・判事の任官時等の節目の年次に到達した

者

（ｲ） ポスト （1週間以内) ：支部長、部総括、所長等のポストに就任した者

（ｳ）役割（3日間以内） ：特定のポストに限らず、一定の役割が期待される

立場にある者

ウ基盤系（判事・判事補。 3日間以内）

裁判や組織運営の基盤となる一般的資質・能力の酒養を目的として、事件

分野にとらわれない広範な分野を取り上げて実施する。

エ簡易裁判所判事の研修（簡易裁判所判事。期間は以下のとおり）

､け）裁判系（3日間以内）

（ｲ） 導入系（1週間以内。ただし、新任簡易裁判所判事が参加する研修のう

ち、 1本については約1か月間）

(2) 個別研究（参加する者は判事・判事補。期間・実施場所は以下のとおり）

ア司法研究（2年間以内） ：各所属庁、司法研修所のほかヒアリング先等

ｲ ミニ研究会（1日間以内） :各実施庁

ウ各種調査・研究（随時必要な期間） ：司法研修所又は調査研究受入先

2派遣型研修について（報告対象事項）

(1) 判事補（期間・実施場所は以下のとおり。 (2)及び(3)について同じ）

ア民間企業長期研修（1年間） ：派遣先民間企業各社

イ 日本銀行長期研修（1年間） ： 日本銀行
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ウ ”シンクタンク長期研修(1年間) : 21世紀政策研究所

(2) 判事又は判事補

国際刑事司法短期研修（年間4回、各lか月程度） :国連アジア極東犯罪防

止研修所

(3) 判事

報道機関研修（1～2週間） ：派遣先報道機関各社

民間企業短期研修（1～2週間） ：派遣先民間企業各社

ア
イ
ウ 理化学研究所研究機関短期研修（2週間）
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事務総局会議（第3回）議事録

'

令和5年1月31日 （火）午前1()時()0分～午前1 1時40分日時

場所等 総局会議室

堀田事務総長、小野寺総務局長、徳岡人事局長、氏本経理局長、門田民

事局長兼行政局長、横山刑事局第一課長、馬渡家庭局長、板津秘書課長

兼広報課長、染谷審議官兼情報政策課長、後藤審議官、後藤裁判所職員

総合研修所長、川瀬総務局第二課長

1 裁判所職員（裁判官以外）研修に関する重要な事項及び令和5年度

の裁判所職員（裁判官以外）の研修について

後藤裁判所職員総合研修所長説明（資料第1)

2 高等裁判所事務局長事務打合せの開催について

小野寺総務局長説明（資料第2）

3 高等裁判所長官事務打合せの開催について

小野寺総務局長説明（資料第3）

4 労働審判員研修会の開催について

門田行政局長説明（資料第4）

5令和5年度調停委員協議会の開催について

馬渡家庭局長及び門田民事局長説明（資料第5）

出席者

議事

、

◎裁判官会議付議 1

。了承 2， 3， 4， 5
結果

秘書課長 板 津 正 道



事務総局会議資料第1

（1月31日開催）

【配布資料】

裁判所職員（裁判官以外）研修に関する重要な事項

第1研修（中央・高裁委嘱．各庁委嘱）

裁判所職員総合研修所（以下「総研」 という｡）で中央研修を実施するほか、総

研が高裁又は地家裁に委嘱して、高裁が管内各庁及び最高裁に所属する職員に対

して、又は地家裁が各庁に所属する職員に対して実施する。中央研修は、司法研

修所と合同で実施することがある。実施場所は、総研又は委嘱を受けて実施する

各庁とするが、研修実施方法やカリキュラムの内容に応じて、それ以外の場所で

も実施する。

1業務内容に応じた専門性．能力の向上等を目的とした研修

(1)裁判実務に関するもの(5日間以内）

書記官、家裁調査官、事務官、速記官及び執行官を対象とし、裁判事務の

分野（民事、刑事家事、少年等）について、官職及び執務経験に応じて組

織課題への取組、執務能力の向上等を目的として実施する。

（2）事務局事務に関するもの

ア管理職員'を対象者とするもの（3日間以内）

（ｱ）研修事務を担当する管理職員を対象とし、研修の的確な立案や円滑な

実施等を目的として実施する。

W)次席家裁調査官等を対象者とし、家裁調査官に係る高裁委嘱研修等の

充実、改善等を目的として実施する。

イ中間管理職員2を対象者とするもの（3日間以内）

1平成21年3月31日付人任A第000563号事務総長依命通達「裁判官及び裁判官の秘

書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階等について」別表（以下「依命通達別表」

という｡）において、最高裁判所規則第6号「裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の標

準的な官職を定める規則」別表（以下「規則別表」 という｡）の1の項第3欄第2号又は同第3

号の職制上の段階と同等の職制上の段階に属する官職にある者

2依命通達別表において、規則別表の1の項第3欄第4号の職制上の段階と同等の職制上の段

階に属する官職にある者
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け）研修事務を担当する中間管理職員を対象とし、研修の的確な立案や円

滑な実施等を行う指導者の養成を目的として実施する。

（ｲ）情報セキュリティ対策事務を担当する中間管理職員を対象とし、情報

化に伴う情報セキュリティに係る執務能力の向上等を目的として実施す

る。

ウ管理職員等以外の職員3を対象者とするもの（5日間以内）

（ｱ） 一定の執務経験を有する事務官を対象とし､事務局事務の分野につい

て、担当職務に応じた執務能力の向上等を目的として実施する。

（ｲ）研修事務を担当する係長等を対象とし、研修の的確な立案や円滑な実

施に必要な執務能力の向上等を目的として実施する。

（ｳ） 情報化推進の役割を担当する職員を対象とし､情報化に係る執務能力

の向上等を目的として実施する。

（3） 管理業務に関するもの（5日間以内）

ア管理職員を対象とし、管理業務に係る能力の向上等を目的として実施す

る。

イ中間管理職員を対象とし、管理業務に係る能力の向上等を目的として実

施する。

2階層に応じた資質・能力の向上等を目的とした研修

管理職員等以外の職員を対象者とするもの(5H間以内。ただし、 (3)につい

ては実施機関が適宜期間を定める｡）

(1) 一定の執務経験を有する書記官及び事務官を対象とし、執務能力の向上等

を目的として実施する。

（2） 事務官を対象とし、執務経験に応じた執務能力の向上等を目的として実施

する。

3依命通達別表において、規則別表の1の項第3欄第5号又は同第6号の職制上の段階と同等
上

の職制上の段階に属する官職にある者
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(3)事務官を対象とし、基礎的な法学教育を行うことにより、資質及び事務処
’ 1

理能力向上を図る目的で実施する。

(4)新採用職員を対象とし、職務知識付与や裁判所職員としての自覚、職務意

識の高揚等を図る目的で実施する。

3 その他

高年齢層の職員を対象者とするもの（1日間程度）

高年齢層の職員を対象とし、それまで培った知識や経験等を生かし、引き続

き意欲をもって勤務できるようにするための支援を目的として実施する。

第2委託研修

裁判所以外の機関が実施する研修に職員を参加させる｡参加させる研修､期間、

職員は、最高裁において定める。

第3協議会

高裁事務局次長､高裁首席書記官高裁所在地家裁首席家裁調査官を対象とし、

研修計画について検討すること等を目的として実施する。実施場所は総研とする。

第4研究

実施場所は総研､研究員の所属庁及び関係機関等とする。

1 書記官及び家裁調査官等の合同による実務研究（7か月間程度）

2書記官による実務研究（1年間程度）

3家裁調査官による実務研究（1か月間程度から1年間程度）

(1) テーマを定めて行うもの

（2） 関係機関の業務に関する研究を行うもの

第5 その他の研修

このほか各分野における課題への取組の進展状況、喫緊の課題の発生等に応じ

て、裁判所職員総合研修所長において、別途研修を実施することがある。

以上
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事務総局会議資料第2

（1月31日開催）
配布資料

高等裁判所事務局長事務打合せ開催要領（案）

1 主催 最高裁判所

2 期日 令和5年3月2日 （木）

3 開催方法ウェブ会議の方法により、または他の接続機器を用いて、最高裁判

所と各高等裁判所（支部を除く。 ）を接続する方法により開催する｡

4 協議事項当面の司法行政上の諸問題について

5 出席者 高等裁判所事務局長 8人

6 日程

17 : 0014 : 00 ～

2日

(木)
協議



事務総局会議資料第3

（1月31日開催）

配布資料

I

高等裁判所長官事務打合せ開催要領（案）

最高裁判所

令和5年3月9日 （木）

最高裁判所（ただし、新型コロナウイルス感染症に関する状況等に

より、 ウェブ会議等を用いて出席者の所属庁と最高裁判所を接続す

る方法により参加することも認める。 ）

当面の司法行政上の諸問題について

高等裁判所長官 8人

随員高等裁判所事務局長 8人

主催

期日

場所

1

2

3

協議事項

出席者

４
５

日程6

13 : 30 ～ 16 : 30

最高裁判所長官挨拶
全体協議

9日

（木）



事務総局会議資料第4

（1月31日開催）

(令和5． 1 ． 31 行二印）

労働審判員研修会の開催について

各地方裁判所
Q

原則として4月から6月までの間で各地方裁判所の定める日

主催

期日

場所

研修事項

出席者

1

2

各地方裁判所

労働審判事件の処理に必要な基礎的知識の習得

各地方裁判所に所属する新任の労働審判員

n

o

4

5



事務総局会議資料第5

（1月31日開催）

(令和5． 1 31家二印）

調停委員協議会の開催について

主催 最高裁判所

期日 令和5年5月25日 （木）

場所 最高裁判所

ウェブ会議システムを用いて、最高裁判所と協議員が所在する裁判

所とを相互に接続する方法を用いる。

協議事項 （1） 民事及び家事

ア調停の本質、調停ならではの良さや利用者のニーズを改めて

見つめ直し、在るべき調停運営の姿を考え、実践していく取組

の更なる推進

イ 当事者に対する住所、氏名等の秘匿制度の施行を踏まえて、

秘匿情報の適切な管理のために調停委員が果たすべき役害'｜

（2） 家事

調停手続におけるウェブ会議の安定的導入及び効果的な活用方法

の検討に向けて、調停委員が果たすべき役割

協議員 各地方裁判所又は管内の簡易裁判所の民事調停委員及び各家庭裁判所

の家事調停委員各1人（高等裁判所本庁所在地以外の地にあっては、民事

調停委員及び家事調停委員の併任者であれば、その者のみとすることも可

能である｡）

合計最大 1 （) （)人

参列員 協議事項(1)について、簡易裁判所判事及び裁判所書記官各1人

協議事項全てについて、家庭裁判所判事、家庭裁判所調査官及び裁

1

ワ
』
へ
。
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6

判所書記官各1人


